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　国保（国民健康保険）は、いざというときの病気やけがに備えて加入者が保険税を出し合い、必要
な医療費にあてる助け合いの制度です。国保に加入するとき、やめるとき、また家族に異動があっ
たときなどは、必ず届け出をしてください。

子どもが生まれたのだけど、
国保に加入するのに必要な手続きはあるの？

国保の窓口へ
14日以内に届け出を行ってください。
国保に加入する手続きには、保護者の
保険証、印かんが必要になります。

するのはこんなとき

するのはこんなとき

届け出が必要です

　加入資格が発生した時点までさかのぼって保険税

を納めなければならなくなります。

　また、その間の医療費は全額自己負担となります。

　資格がなくなったあと、国保を使って診療を受けた場合、国

保で負担した分の医療費は返していただくことになります。

　また、保険税が二重払いになってしまうこともあります。
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